
「
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
ア
プ
リ
対
応

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
」
ま
た
は
「
パ
ソ

コ
ン
と
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
対

応
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
」

を
お
持
ち
の
方
は
、
専
用
の
ア
プ
リ
・

ソ
フ
ト
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を
行
う
こ

と
で
、
ご
自
身
で
手
続
き
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

必
要
な
端
末
を
お
持
ち
で
な
い
方

や
操
作
方
法
に
不
安
の
あ
る
方
は
、

市
役
所
に
開
設
し
て
い
る
「
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
支
援
窓
口
」
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

▽
日
時

月
曜
～
金
曜
日
の
開
庁
日

午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

※
窓
口
の
混
雑
状
況
で
受
付
を
終
了

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
午
前
11

時
30
分
か
ら
午
後
１
時
30
分
の
間

は
、
少
人
数
の
職
員
で
対
応
し
て

い
る
た
め
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
場
所

市
役
所
１
階
西
側
「
マ
イ

ナ
ポ
イ
ン
ト
支
援
窓
口
」

▽
支
援
内
容

①
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
み

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
保
険
証
の

利
用
申
込
み（
健
康
保
険
証
不
要
）

③
公
金
受
取
口
座
の
登
録

▽
持
ち
物
な
ど

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
取
得
時
に

設
定
し
た
４
桁
の
暗
証
番
号

③
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス

の
決
済
サ
ー
ビ
ス
Ｉ
Ｄ
・
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
コ
ー
ド
が
分
か
る
も
の

④
通
帳
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
な
ど

公
金
受
取
口
座
の
支
店
番
号
・
口

座
番
号
が
分
か
る
も
の
（
公
金
受

取
口
座
の
登
録
を
行
う
方
）

▽
そ
の
他

●
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
対
象
と
な
る

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
受

付
は
、
令
和
５
年
２
月
末
を
も
っ

て
終
了
し
て
い
ま
す
。

●
Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ
な
ど
の
電
子
マ
ネ
ー

や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
な
ど
で
、

一
部
事
前
登
録
手
続
き
が
必
要
な

も
の
が
あ
り
ま
す
。
事
前
登
録
手

続
き
の
支
援
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
ご
自
身
で
手
続
き
を
済
ま
せ

て
か
ら
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
同
じ
決
済
サ
ー
ビ
ス
に
家
族
な
ど

の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を
申
込
む
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
申
込
み
の
受
付

終
了
を
予
定
し
て
い
る
決
済
サ
ー

ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。

●
申
込
み
を
終
え
た
あ
と
に
決
済

サ
ー
ビ
ス
を
変
更
す
る
こ
と
は
、

原
則
で
き
ま
せ
ん
。

●
詳
し
く
は
、
総
務
省
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
事
業
サ
イ
ト
な
ど
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

●
支
援
窓
口
に
関
す
る
こ
と
…
支
援

窓
口
（
直
通
５
５
８
・
１
２
３
６
）

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
な
ど
に
関
す

る
こ
と
…
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
１
２
０
・

95
・
０
１
７
８
）

▽
担
当
課

情
報
政
策
課
情
報
政
策

係

▽
募
集
内
容

●
イ
ベ
ン
ト
参
加
者
…
駅
前
大
通
り

で
実
施
す
る
流
し
踊
り
・
和
太

鼓
・
ソ
ー
ラ
ン
踊
り
の
出
演

●
ス
テ
ー
ジ
参
加
者
…
秋
留
野
広
場

で
実
施
す
る
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト

の
出
演

●
模
擬
店
出
店
者
（
40
区
画
分
）

＊
区
画
…
１
区
画
（
テ
ン
ト
１
張
間

口
3.6
㍍
×
奥
行
1.8
㍍
）

＊
出
店
料
…
１
万
５
千
円
（
道
路
使

用
申
請
手
数
料
含
む
）

▽
対
象

市
内
事
業
者
、
市
民
団
体

な
ど

※
代
表
者
は
、
18
歳
以
上
の
方

▽
申
込
み
方
法

５
月
19
日
㈮
ま
で

に
、
市
役
所
（
商
工
振
興
課
）
に

配
置
し
て
あ
る
募
集
要
領
を
確
認

し
て
い
た
だ
き
、
申
込
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
直
接
窓
口

で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
イ
ベ
ン
ト
と
ス
テ
ー
ジ
は
ど
ち
ら

か
一
方
の
み
の
参
加
と
な
り
ま

す
。

※
申
込
み
が
予
定
参
加
者
数
か
区
画

数
を
超
え
た
場
合
は
運
営
委
員
会

で
抽
選
を
行
い
ま
す
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

商
工
振
興
課

商
工
振
興
係
（
直
通
５
５
８
・
１

８
６
７
、
受
付
時
間

午
前
10
時

～
正
午
、
午
後
１
時
～
５
時
）

国
民
年
金
保
険
料
免
除
や
納
付
猶

予
、
学
生
納
付
特
例
制
度
の
承
認
を

受
け
た
期
間
が
あ
る
と
、
保
険
料
を

全
額
納
付
し
た
と
き
と
比
べ
、
老
齢

基
礎
年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

こ
の
期
間
の
保
険
料
は
、
申
込
み
に

よ
り
追
納
（
後
払
い
）
が
で
き
ま
す
。

追
納
す
る
と
、
将
来
受
け
取
る
年
金

は
、
免
除
な
ど
を
受
け
ず
に
納
め
て

い
た
場
合
と
同
じ
よ
う
に
計
算
さ
れ

ま
す
。

※
追
納
で
き
る
期
間
は
、
追
納
が
承

認
さ
れ
た
月
か
ら
起
算
し
て
過
去

10
年
以
内
で
す
。

※
追
納
は
原
則
、
古
い
月
の
保
険
料

か
ら
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
令
和
５
年
度
中
に
平
成
25
年
度
分

か
ら
令
和
２
年
度
分
ま
で
の
保
険

料
を
追
納
す
る
場
合
、
当
時
の
保

険
料
に
、
経
過
期
間
に
応
じ
た
額

が
加
算
さ
れ
ま
す
。

国
民
年
金
に
上
乗
せ
で
き
る

「
付
加
年
金
制
度
」

月
額
４
０
０
円
の
付
加
保
険
料
を

定
額
保
険
料
（
令
和
５
年
度
は
１
万

６
５
２
０
円
）
に
追
加
し
て
納
め
る

と
、
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金

に
付
加
年
金
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

付
加
保
険
料
は
、
申
し
込
ん
だ
月
か

ら
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
納
付

を
希
望
す
る
方
は
、
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

※
付
加
年
金
の
年
金
は
、
「
２
０
０

円
×
付
加
保
険
料
納
付
月
数
」（
年

額
）
と
な
り
ま
す
。

▽
対
象

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者
、
任
意
加
入
被
保
険
者

※
国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い
る

方
は
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

▽
持
ち
物

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
か
本
人
確
認
が
で
き

る
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

▽
申
込
み
・
問
合
せ

保
険
年

金
課
年
金
係
、
青
梅
年
金
事

務
所
（
☎
０
４
２
８
・
30
・
３

４
１
０
）

市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
40
歳
以
上
74
歳
以
下
の
方

を
対
象
に
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド

ロ
ー
ム
の
予
防
と
改
善
を
目
的
に
し

た
「
特
定
健
康
診
査
」
を
実
施
し
ま

す
。
生
活
習
慣
病
の
予
防
と
早
期
発

見
の
た
め
に
も
、
こ
の
機
会
を
利
用

し
て
、
「
特
定
健
診
」
を
受
診
し
ま

し
ょ
う
。
対
象
の
方
に
は
、
５
月
下

旬
に
受
診
券
と
利
用
の
手
引
き
な
ど

を
送
付
し
ま
す
（
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
し
て
い
る
方
に
は
、
６

月
下
旬
に
受
診
券
を
送
付
し
ま
す
）。

風
し
ん
抗
体
検
査
の
対
象
と
な
る
方

（
昭
和
37
年
４
月
２
日
～
昭
和
54
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
男
性
）
は
、
特

定
健
診
と
同
時
に
抗
体
検
査
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
期
日

６
月
１
日
㈭
～
10
月
31
日

㈫
※
10
月
は
大
変
混
み
合
い
ま
す
の

で
、
早
め
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

▽
対
象

あ
き
る
野
市
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
る
40
歳
以
上
74

歳
以
下
の
方
（
昭
和
59
年
３
月
31

日
以
前
生
ま
れ
で
、
健
診
日
現
在

74
歳
以
下
）

▽
費
用

無
料

▽
問
合
せ

健
康
課
健
康
づ
く
り
係

（
直
通
５
５
８
・
１
１
８
３
）

食
費
な
ど
の
物
価
高
騰
の
影
響
に

よ
り
損
害
を
受
け
た
低
所
得
の
子
育

て
世
帯
を
見
舞
う
観
点
か
ら
、
低
所

得
の
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給

付
金
を
支
給
し
ま
す
。

▽
対
象

①
低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯
…
令
和

５
年
３
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
受

給
者
等

②
そ
の
他
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
…

令
和
４
年
度
「
低
所
得
の
子
育
て

世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
ひ

と
り
親
世
帯
以
外
の
低
所
得
の
子

育
て
世
帯
分
）
の
受
給
者
等

▽
支
給
額

児
童
１
人
当
た
り
一
律

５
万
円

▽
支
給
方
法
な
ど

①
の
児
童
扶
養

手
当
受
給
者
と
②
の
う
ち
、
令
和

４
年
度
「
低
所
得
の
子
育
て
世
帯

生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
ひ
と
り

親
世
帯
以
外
の
低
所
得
の
子
育
て

世
帯
分
）
の
受
給
者
は
申
請
が
不

要
で
す
（
特
別
給
付
金
を
手
当
ま

た
は
給
付
金
支
給
口
座
に
振
込
み

ま
す
）。
そ
れ
以
外
の
申
請
が
必

要
な
方
は
、
詳
細
が
決
ま
り
次

第
、
６
月
15
日
号
の
広
報
や
子
育

て
応
援
サ
イ
ト
る
の
キ
ッ
ズ
の

「
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
生
活
支

援
特
別
給
付
金
」
の
ペ
ー
ジ
な
ど

に
掲
載
予
定
で
す
。

▽
受
付
・
問
合
せ

子
ど
も
政
策
課

子
ど
も
政
策
係
、
五
日
市
出
張
所

市
民
総
合
窓
口
係
（
受
付
の
み
）

市
議
会
６
月
定
例
会
議

６月定例会議予定表

月　日 会議名 内　容

６月　１日（木） 本会議（初日） 議案審議など

６月　６日（火） 本会議（２日目）

一般質問
６月　７日（水） 本会議（３日目）

６月　８日（木） 本会議（４日日）

６月　９日（金） 本会議（５日日）

６月１３日（火） 総務委員会

付託案件審査など６月１４日（水） 環境建設委員会

６月１５日（木） 福祉文教委員会

６月２２日（木） 本会議（最終日） 委員長報告、議案審議など

＊午前９時３０分から開会します。

＊会議の日程等は変更になる場合があります。事前にお問い合わせ

ください。

＊請願・陳情の提出期限は、５月２５日（木）です。

○問合せ　議会事務局

特定健診

総務省
マイナポイント
事業サイトその他世帯 ひとり親世帯

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和５年（2023年）５月15日 （2）

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
期
限
が９

月
末
に
延
長
さ
れ
ま
し
た

〜
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
手
続
き
に
つ
い
て
〜

８
月
５
日
開
催

第
18
回
あ
き
る
野
夏
ま
つ
り
の

参
加
者
・
出
店
者
を
募
集
し
ま
す

免
除
・
納
付
猶
予
期
間
が
あ
る
方
へ

国
民
年
金
の
保
険
料
は
追
納
が
で
き
ま
す

「
特
定
健
康
診
査
」（
無
料
）を

受
け
ま
し
ょ
う

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す


